
1 

 

学位取得後の提出物について 

１．提出期限：学位を取得した日より１ヶ月以内 
２．提出先：教務課総合文化大学院係 
３．電子データの提出方法：CD-ROM等に保存したものに 

氏名・学生証番号・学位授与年月日・博士論文データ 
を明記すること。 

４．提出物 
・博士論文の全文をインターネット公表する場合（全文公表） 
・「やむを得ない事由」が存在するために「博士論文の内容を要約したもの」をインターネット公
表する場合（要約公表） 

・「やむを得ない事由」の中で「特許申請」に該当する場合（要約公表（特許申請）） 
 
によって、提出する書類が異なります。 

 

書類 必要部数 全文公表 要約公表 
要約公表 

（特許申請） 

博士論文の本製本 

 

右記参照 

※別紙「表紙の作成

例」を参照のうえ、作

成する。 

課程博士： 

不要 

課程博士： 

不要 

課程博士： 

不要 

論文博士： 

不要 

 

論文博士： 

１部（東京大学総

合図書館用） 

論文博士： 

１部（東京大学総

合図書館用） 

※超域文化科学専攻文化人類学分野、比較文学比較文化分

野及び広域科学専攻の修了者は１部提出が必要。 

上記以外の専攻等については、専攻事務室等にお問い合わ

せください。 
 ※特別な理由があ

り博士論文（全文

PDF）の提出ができ

ない場合は、課程

博士、論文博士と

もに国立国会図書

館用に追加でもう

１部の提出が必

要。 

※特別な理由があ

り博士論文（全文

PDF）の提出ができ

ない場合は、課程

博士、論文博士と

もに国立国会図書

館用に追加でもう

１部の提出が必

要。 

 

※ただし、公開可
能日まで送付しま
せん。 

博士論文（全文 PDF） 電子データ（PDF

ファイル） １組 

※ 別 紙 「 UT 

Repository へ登録す

る PDF の作成につい

て」を参照のうえ、作

成する。 

○ ○ ○ 

（東京大学学術機

関リポジトリ（以

下、リポジトリ）

にて公表、国立国

会図書館に自動収

集され、利用に供

される。） 

（国立国会図書館

で利用に供され

る。） 

（国立国会図書館

で利用に供され

る。） 

 

※ただし、公開可
能日まで送付しま
せん。 

博士論文（要約 PDF） 電子データ（PDF

ファイル） １組 

※ 別 紙 「 UT 

Repository へ登録す

る PDF の作成につい

て」を参照のうえ、作

成する。 

不要 ○ 

（リポジトリにて

公表される。） 

○ 

（リポジトリにて

公表される。） 
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５．その他 

・大学院係に仮製本の論文が一冊戻ってきているので、論文データと交換でお返ししています。 

（ただし主査の先生にお返ししている場合もあり、その場合はお返しできませんので、ご了解くだ

さい）不要の場合は、その旨ご連絡ください。また、連絡がないまま学位取得後１年が経過した

場合は、処分しますのでご了承ください。 

 ・審査員の指摘等により、やむを得ず論文題目の変更が必要な場合は、上記書類を提出する際に申

し出てください。なお、すべての書類の題目を変更後の題目と一致させてください。 

 

◆各種様式と別冊資料は、総合文化大学院係のホームページよりダウンロード可能です。 

「博士論文（課程博士）」http://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/thesis/doctor/index.html 

博士論文（PDF）表紙 

 

博士論文（全文 PDF）およ

び博士論文（要約 PDF）の

表紙部分のみ印刷する。 

印刷したもの 

 １部 

※別紙「博士論文

（PDF）表紙の見本」

を参照のうえ、作成す

る。 

○ ○ ○ 

論文の内容の要旨 印刷したもの 

 ２部 

※ホチキスで綴じず

にクリップで留める

こと。 

○ 

（リポジトリにて

公表、国立国会図

書館に自動収集さ

れ、利用に供され

る。） 

○ 

（リポジトリにて

公表される。） 

○ 

（リポジトリにて

公表される。） 

電子データ 

（PDF ファイルと

word等のテキスト

ファイル） 

博士論文のインターネ

ット公表に関する確認

票 

（所定様式） 

１部 

 

○ ○ ○ 

要約公表の申請書 

（所定様式） 

１部 不要 ○ ○ 

「やむを得ない事由」

を具体的に説明する資

料 
（別紙「やむを得ない事

由」を具体的に説明する資

料の例」を参照のこと。） 

１部 不要 ○ ○ 

同意承諾書 
（別紙「同意承諾書記載

例」を参照のこと。） 

１ 

（共著者１名につき

１枚） 

○ ○ ○ 

※別紙様式が作成できない場合でも、共著者から博士論文

をインターネットにより公表することの許諾を得ておくこ

と。 

許諾書 

（所定様式） 
 

１部 ○ ○ ○ 

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/graduate/thesis/doctor/index.html
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１）博士論文のインターネット公表に関する確認票（所定の様式） 

 

(1) 様式中の指示に従い，全ての項目について記入し，署名してください。 

(2) 該当する項目がある場合には，要約公表の申請を行ってください。 

(3) ただし，「やむを得ない事由」の５．に該当しても，学位授与日から1年以内にその事由が

消滅することが明白な場合は，要約公表の申請は不要です。 

(4) 「やむを得ない事由」の９．（特許申請）に該当する場合は、他にも手続きが必要となるた

め、総合文化大学院係まで問い合わせること。 

(5)「やむを得ない事由に変更があった場合は、再度手続きが必要となるため、総合文化大学係

へ連絡すること。 
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２）許諾書（所定の様式） 

 

(1) 様式中の指示に従い，全ての項目について記入してください 

（学籍番号及び職員記入欄を除く）。 

(2) 博士論文のインターネット公表に関する確認票の「やむを得ない事由」に全て該当しない場

合は（全文公表），１つでも該当する場合は（要約公表）又は（要約公表・単行本もしくは雑

誌掲載等の形で刊行される予定）になります。 

(3) （要約公表・単行本もしくは雑誌掲載等の形で刊行される予定）を選択する場合，総合文化

研究科で定められた公表の猶予期間は，（学位授与日から最長５年）です。 

 猶予期間が過ぎる前に公表可能になる場合には，公表可能日も記入してください。公表可

能日を記入しない場合には，研究科で定められた公表の猶予期間を経過した後に，自動的に

全文公表されます。 
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３）要約公表の申請書（所定の様式） 

「やむを得ない事由」を具体的に説明する資料（下の表に例示） 

 

(1) 博士論文のインターネット公表に関する確

認票で確認した結果，「やむを得ない事由」に

該当する場合は，要約公表の申請書，「やむを

得ない事由」を具体的に説明する資料，及び論

文の要約PDFを提出してください。 

 

(2) 要約公表の申請書について，宛名は，総合文

化研究科長と記入してください。 

   

(3) 「やむを得ない事由」を具体的に説明する資

料の例は下の表のとおりです。該当する資料を，

要約公表の申請書に添付してください。 

 

(4) 要約公表の申請をする場合においても，国立

国会図書館の利用に供するため，論文の全文P

DFの提出が必要です。 

 

博士論文の全文をインターネット公表できない「やむを得ない事由」 具体的に説明する資料（例） 

１. 博士論文が、立体形状を含むなどの理由により、インターネットで公

表できない内容を含む。 
具体的な箇所を別紙に記述する。 

２. 博士論文に使用している他者の著作物（図表等）について、インター

ネット公表に対する著作権者からの許諾が得られていない。 
具体的な箇所を別紙に記述する。 

３. 博士論文の全部または一部が共同著作物（共著）であり、インターネ

ット公表に対する共著者全員の同意が得られていない。 
同意承諾書の写し 

４. 被験者あるいは観察対象等の個人情報保護の観点から、インターネッ

ト公表に不適切な箇所がある。 
具体的な箇所を別紙に記述する。 

５. 博士論文の全部または一部がすでに学術雑誌等に掲載済みであり、契

約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られていない。 
契約書に類する書類の写し 

６. 博士論文の全部または一部がすでに図書等として出版されており、契

約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られていない。 
契約書に類する書類の写し 

７. 博士論文の全部または一部について、すでに出版契約がされており、

契約内容により、インターネット公表に対する許諾が得られていな

い。 

契約書に類する書類の写し 

８. 博士論文の全部または一部が、単行本もしくは雑誌掲載等の形で刊行

される予定である。 具体的な箇所を別紙に記述する。 

 ※８の理由によって全文公表の義務が免じられるのは、研究科の定める

一定期間（学位授与日から最長５年）の範囲内に限られます。期間を過

ぎれば、他の理由がない限り、自動的に全文が公表されることになりま

す。 

（単行本名、雑誌名も） 

９. 特許申請のため、公表できない期間がある。 具体的な箇所を別紙に記述する。 

10. その他、インターネットで公表できない特別な事由がある。 具体的な内容を別紙に記述する。 
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４）提出用データの作成 

  

別冊「UT Repositoryへ登録するPDFの作成について」に倣ってPDFを作成してください。 

 

◆ 論文の全文PDF 

(1)  論文の全文PDFの最初のページは，製本論文の表紙と同様に作成すること。 

 (2)  論文の全文PDFのファイル名は，氏名_本文.pdf とする。 

 

 

◆ 論文の内容の要旨について 

(1) PDFファイルとテキストファイルの２種類を作成のうえ、提出すること。 

(2) ファイル名は，氏名_要旨.pdf，氏名_要旨.doc （txt，tex等）とする。 

 

◆ 論文の要約PDF 

 

(1) 博士論文のインターネット公表に関する確認票(p.3)で確認した結果，インターネット

公表できない「やむを得ない事由」に該当する場合に提出する。 

(2) 別冊の「博士論文の内容を要約したもの」の公表に関するガイドラインに基づき，論

文の要約を作成すること。 

(3) 最初のページは，論文の本文PDFと同様に作成すること。 

ただし，題目の上には「博士論文（要約）」と記載すること。 

(4)  ファイル名は，氏名_要約.pdf とする。 

 

 

 

 

【別冊資料】  ※総合文化大学院係ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

 

01_ 博士論文と著作権（http://hdl.handle.net/2261/55511で随時更新されます） 

02_ 学位取得後の提出物について 

03_「東京大学学術機関リポジトリ(UT Repository)」の紹介 

04_ 東京大学学術機関レポジトリへの提供論文利用許諾要件 

05_ UT Repositoryへ登録するPDFの作成について 

06_ 博士論文（PDF）表紙の見本 

07_「博士論文の内容を要約したもの」の公表に関するガイドライン 

08_「科学研究行動規範」（2013年12月） 

 

 

http://hdl.handle.net/2261/55511

